
企業に設置義務があるハワハラ相談窓口 御社の状況はどうですか︖

労務管理ワースト１ パワハラ問題を大事件化せず早期・円満解決

実 施 愛 知 県 下 各 労 働 基 準 協 会
名北・名古屋南・名古屋東・名古屋西・豊橋・岡崎・一宮・半田・刈谷・豊田・瀬戸・津島・江南・西尾 労働基準協会

社会保険労務士法人 愛知労務管理コンサルティング 勤労者労働総合相談センター

企業に設置義務があるパワハラ相談窓口 御社の状況はどうですか︖

設置していない
設置済みだが相談担当者

の能力に問題がある

労働基準協会関連 パワハラ等労働者相談代行機関

勤労者労働総合相談センター
活 用 の ご 案 内

設置済みだが相談担当者
の覚悟に問題がある

設置済みで相談担当者の
能力・覚悟に問題はない

外部機関に相談業務を
委託している
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違法です。相談窓口の
設置は企業の義務です！

不適正です。能力がないと
問題解決ができず大事件化も！

不適正です。承諾がなければ
相談内容は上司にも極秘です！

相談担当者の業務・精神上の
負荷は大丈夫ですか？

専門家が迅速・確実・丁寧に
相談を行い解決を図ります！

年々深刻化する労務管理ワースト１のパワハラ問題。社内の相談窓口が充分機能せず、労働

局調停、労働審判、裁判、合同労組との団体交渉等の、社外を巻き込む紛争となるケースは後を

絶ちません。パワハラ問題が外部に出てしまうと、労使ともに時間・労力・費用を要し、気分を著し

く害し、労働者の多くは会社を去ることとなります。

愛知県下の労働基準協会では、関連する社会保険労務士法人内に、「勤労者労働総合相談
センター」を設立しております。企業の委託を受け労働者の相談代行をパワハラ専門家が行い、

パワハラ問題を大事件化せず、早期・円満解決します。ぜひともご活用願います。
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パワハラ相談窓口！充分機能しないとどうなるの？ どえりゃあ事になります
６．裁 判５．合同労組

団体交渉
４．地方裁判所
労働審判

３．都道府県労
働局優越的言動
問題調停会議の
調停

２．⾏政指導・
企業名公表

１．労働者から
の訴え

８．企業が損害を被る
問題が外部に出ることが多く、時間・労力・費用を要し、
気分を著しく害し、企業の名誉、社員の信頼まで失います。

７．労働者を守れない
パワハラを解決できず、企業と深刻な紛争となり、労働者
の多くは会社を去ることとなり、大事な社員を守れません。

最近は在職中の労働
者も、賠償請求等を
企業に行います

行政は指導・勧告等
ができ、悪質時は企
業名を公表します 調停会議より通知が

ありパワハラ等の紛
争を解決します

⺠事問題を1回２時
間３回で解決。和解
金・代理人費用も高
額に

労働のプロ。社外労
組（ユニオン）との
対峙を余儀なくされ
ます

賠償額・費用・時間
はとんでもないもの
に。裁判名は被告企
業名が付されます

ご 案 内

パワ－ハラスメント、いじめ・嫌がらせは、都道府県労働局への民事上の相談、調停・あっせん件数が、長年にわ

たりワースト１で急増しており、労災保険精神障害の最多支給決定要因で激増しており、裁判も多発しております。

防止のため労働施策総合推進法（パワハラ防止法）が改正され、大企業は令和2年6月1日（中小企業は令和4年

4月1日）から、相談窓口の設置等のパワハラ防止のための、雇用管理上の措置を講じることが義務となりました。

パワハラの防止には労働者への教育、規定の整備等とともに、被害者の相談を適切に受けることが重要です。

しかし、社内の相談窓口が充分機能せず、労使ともに後戻りできない深刻な紛争事例が多発しております。

そこで、 労働基準協会は関連社会保険労務士法人内に「勤労者労働総合相談センター」を設立しております。

企業より委託を受け専門家が労働者の相談代行を行い、パワハラ問題を大事件化せず、早期・円満解決します。

もう⼀度お伺いします 御社のパワハラ相談窓口の状況はどうですか︖

×設置して
いない

〇設 置 し て い る

〇社内に設置している 〇外部機関
に 委 託
している

相談担当者の相談能⼒は︖
×問題がある 〇問題はない

相談担当者の覚悟は︖
×問題がある 〇問題はない

違法です
企業には相談窓口
設置等のパワハラ
防止のための雇用
管理上の措置を講
ずる義務があります。
法違反は行政から
の指導を受け、パ
ワハラ事案を発生
させ、下記のトラブ
ルとなることがあり
ます。

不適切です
相談担当者には、
先入観を入れず相
談者の話をゆっくり、
最後まで傾聴する
等の相談対応能力
が必要です。

担当者の能力不
足は、相談者の信
頼を失い下記のト
ラブルとなることが
あります。

不適切です
相談担当者には
相談者に寄り添い、
その秘密を、相談者
の了解がなければ、
上司・同僚にも漏ら
さない覚悟が必要で
す。この覚悟がない
と、相談者の信頼を
失い下記のトラブル
となることがあります。

担当者の負荷が
懸念されます

能力と覚悟を持った
相談担当者は相談
者が安心して相談
ができ、トラブルの
可能性を減らせます。
しかし、通常業務の
中で対応するため、
相談担当者自身の
業務負荷とストレス
を高める可能性が
あります。

適切対応が可能
と思われます

外部相談機関は、
パワハラの専門家
が公正な立場で相
談を行い、相談者
も安心して相談が
でき、労働者に良
い制度です。
また、企業との連携
もスムーズにでき、
大事件化を防げま
す。

福井地方裁判所 平成26年11月28日 消火器販売等の会社に高卒で入社した新入社員が、上司から叱
責のレベルを超えた人格を否定するような暴言を吐かれたことにより自殺した。裁判所は暴言は典型的な
パワハラであり不法行為に当たるとし、損害賠償額として上司と会社に合計7261万円の支払いを命じた。

パ ワ ハ ラ
裁 判 事 例
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１．相談センター活用によるパワハラ等の解決

勤労者労働総合相談センター パワハラ相談代行機関

企業に委託されパワハラの被害者となった労働者が相談できる、企業の外部

の相談機関です。令和2年 1月に開設され、愛知県の労働基準協会関連機関の

社会保険労務士法人 愛知労務管理コンサルティングが実施機関となります。

■労働基準協会が設置した相談機関のため、労働者も安心して相談することが

でき、パワハラ問題等を重篤な事件に発展させないことを目的としております。

センター⻑ 松 下 操
まつした社労士事務所 所長
特定社会保険労務士・産業カウ
ンセラー、ハラスメント防止コン
サルタント。パワハラ企業研修
講師を担う。労働者健康福祉機
構愛知産業保健総合支援セン
ターメンタルヘルス対策促進員

主任相談員 加 藤 豊
法人所長。特定社会保険労務
士。ハラスメント防止コンサルタ
ント。大手メーカーの労務責任
者、名古屋東労働基準協会専
務理事、名北協会企業内コンプ
ライアンス教育推進室長等を歴
任した労働相談のエキスパート。

統括相談員 市之瀬高司
法人代表社員。特定社会保
険労務士。名北協会副会長
専務理事。労働基準法、労
働トラブル防止等の相談、講
演・企業研修講師を年間100
回近く行う当地における労務
管理のトップランナー。

特別相談員 加 藤 正 人
Personnel Lab 加藤社会保険
労務士事務所所長。社会保険
労務士・産業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント。名北協会相
談員。派遣労働者の労務管理
等、幅広い相談活動も実施。

実施機関：社会保険労務士法人 愛知労務管理コンサルティング
名古屋市東区白壁2-13-18 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ白壁303 (名北協会東隣) Tel:052-961-0763
代表社員 市之瀬高司 （一般社団法人 名北労働基準協会 副会長・専務理事）
労働基準協会に寄せられる社会保険労務士業務を対応可能とするため、平成27年に設立した法人
です。労働基準協会と密接な連絡を取り、また法人の活動趣旨に賛同した約７0名の社会保険労務
士からなる「ホワイト企業社会保険労務士協議会」を組織し、その協力を得て幅広い業務を行います。
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相談代行委託契約の締結 パワハラ等被疑行為の発生 労働者の相談(電話・ﾒｰﾙ・面談等)     企業への報告(要労働者同意)

被疑行為の調査(企業で実施) 相談ｾﾝﾀｰ実施も可能(費用は裏面参照) ﾊﾟﾜﾊﾗ行為者対応(懲戒・異動・教育) 大事件化の未然防止
２．勤労者労働総合相談センター 相談員

３．年間相談代行委託費 他機関と比べ格安です
非正規労働者を含む社員数ごとの年間委託費です。

●労働者が安心して相談できます ●パワハラの専門家が対応します
●相談担当者の負担を軽減 ●パワハラ以外の相談窓口も対応可能です
●相談窓口設置済みの企業の外部相談窓口(ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ)としても有効
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450名未満400名未満350名未満300名未満250名未満200名未満150名未満100名未満50名未満30名未満10名未満従 業 員 数

94,800円97,680円88,440円79,200円69,960円64,680円52,800円40,920円30,360円25,080円21,120円年間委託費

4000名以上4000名未満3000名未満2000名未満1500名未満1000名未満900名未満800名未満700名未満600名未満500名未満従 業 員 数

253,440円236,280円217,800円199,320円180,840円157,080円150,480円145,200円135,960円126,720円117,480円年間委託費

複数項目の相談代行をご活用の場合 上記費用はハラスメント（パワハラ、セクハラ等全てのハラスメント）１項目に関する相
談代行の年間委託費です。企業に設置義務のあるメンタルヘルス、パートタイム労働者、派遣労働者、長時間労働者、公益
通報等の複数の相談代行を活用されることも可能で、年間委託費は下記加算率を加えたものとなります。

左記加算率は（該当社員数÷全社員数）で減額。
例）加算率50％×ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ社員20名÷全社員100名＝10％が加
算率。長時間労働者は前年度の特別条項適用者数

６項目５項目４項目３項目２項目実施サポート事業の項目数

+150%+140%+120%+90%+50%上記費用への加算率

は 防 げ ま し た

もし 元禄の世に
勤労者労働総合相談センター
があったら

刃 傷 松 の 廊 下
赤穂浪士討ち入り

※委託費は消費税をみ含ます。お支払いは年度前で、
年度途中の委託開始時の費用は月割り計算となります。
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活用相談センター活用企業
社会福祉施設 2,750名/情報処理産業
1,500名/建設業(協力会社含む)7,000名/ 
行政関係団体 15名/卸業売 900名
様々な業種・規模の企業約50社が活用
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(4)社員研修
専門講師を派遣

し管理者・社員へ研
修を行い、パワハラ・
セクハラ等の理解を
深め、防止対策を学
びます。

(3)就業規則改定・ルールの周知
就業規則を改定し、

パワハラ・セクハラ防止
手帳を作成し、トップメ
ッセ－ジ、該当行為、
就業規則、相談先を記
載し、社員に配布します。

(2)実態調査の実施
社員へのアンケート

調査を実施し、結果を
集計し、パワハラ・セク
ハラ等の実態を把握し、
表に出にくい社員の意
見をつかみ対策構築に役立てます。

(1)初期コンサルティング

今後の防止対策構築を行います。社
会保険労務士、産業カウンセラー等の専
門家が企業を訪問し、企業の組織、業務
、実施中の措置等をお聞き、必要な対策
を提案します。
【提案内容】
①防止対策構築 ②トップメッセージ ③
実態調査 ④懲戒規定等就業規則改定
⑤社員研修 ⑥ルール周知
⑦相談体制 ⑧相談
等対応策 ⑨相談者・
行為者フォロー対策
⑩再発防止対策

(7)再発防止対策の構築
相談事例に基づ

く今後の再発防止
対策について、提
案・アドバイスを行
います。

(6)相談事例への対応
相談者・行為者

へのフォロー、行
為者の配置転換
懲戒処分、再発
防止研修の実施
等の対応のアドバイスを行います。

(5)相談事例 事実関係確認
プライバシー、相談者・

行為者の意向に充分配
慮したうえで、相談事例
の事実関係の確認を行
い、確認事項を企業に
報告します。

TEL(             ) ー
FAX(             ) ー
E-mail

連絡先
事 業 場 名

人労働者数事 業 内 容

検討されるサポート事業〒所 在 地

□ﾊﾗｽﾒﾝﾄ □ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ

□ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者

□派遣労働者

□長時間労働者 □公益通報

□相談ｾﾝﾀｰ活用
各種サポート
□(1)～(3)初期ｺﾝｻﾙ等
□(4)社員研修
□(5)相談事例対応等

部署 氏名 様担当者職氏名

□電話 □訪問( 月 日時頃)での説明を希望
確認事項連 絡 事 項

勤労者労働総合相談センター等 連絡票 □は該当項目にレを付してください

５．お申込み・お問い合わせ

110,000円(1)訪問コンサルティング (2)実態調査の実
施 (3)就業規則改定・ルールの周知

初回
のみ

55,000円 １回1時間の費用です。研修資料は原稿をお渡ししますので御社に
て印刷ください。他のサポート事業と併せて活用された場合の費用です。

(4)社員研修(相談センター活用時)随時

88,000円 (7)相談事例への対応の中の再発防止研修は、労働基準協会実
施のﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修(1名6000円)のご受講となります。

(5)相談事例 事実関係確認 (6)相談事例へ
の対応 (7)再発防止対策の構築

発生時
のみ

下記の各労働基準協会に連絡票をファックスいただくか、名北協会までメールをお送りください。
折り返し実施機関よりお電話、ご訪問等で詳細を説明させていただきます。

お問い合わせ: 一般社団法人 名北労働基準協会 事業企画推進部 Ｔｅｌ 052-961-3655 Fax 052-961-9635
Email:roumu@meihokurouki.or.jp 実施機関：社会保険労務士法人 愛知労務管理コンサルティング

※下記費用は消費税を含みます

〜
(2)実態調査は結果集計を依頼される場合は、従業員数100名ごと
に3300円の費用が必要です。 (3)ル－ル等の周知でパワハラ・セ
クハラ防止手帳等は原稿をお渡ししますので、御社で印刷ください。

R７.３.１

４．パワハラ等防止対策総合サポート事業
相談対応以外にも現在会社で実施中の措置に合わせて、下記の事業を組み合わせてご活用いただけます。

サポート費用

中小企業格安セット活用 中小企業は⑴〜⑷を併せてサポート費用は55,000円となります。

中/東/北/守山区/春日井市/小牧
市

(052)962-1670(052)961-1666名古屋市北区清水1-13-1〒462-8575( 一 社 ) 名 北 労 働 基 準 協 会

申
込
先

中川/港/南区(052)651-1411(052)651-9246名古屋市港区港楽1-2-2〒455-0014( 一 社 ) 名 古 屋 南 労 働 基 準 協 会

千種/昭和/瑞穂/熱田/緑/名東/天白区/豊明
/日進市/愛知郡東郷町(052)883-3586(052)882-3909名古屋市瑞穂区牛巻町8-9 渡辺ビル２階〒467-0863名 古 屋 東 労 働 基 準 協 会

中村/西区/清須/北名古屋市/西
春日井郡

(052)581-8089(052)581-8086
名古屋市中村区名駅南1-5-17
ネットプラザ柳橋ビル６階

〒450-0003名 古 屋 西 労 働 基 準 協 会

豊橋/豊川/蒲郡/新城/
田原市/北設楽郡

(0532)54-2130(0532)54-2131豊橋市東松山町19 2階〒440-0874豊 橋 労 働 基 準 協 会

岡崎市/額田郡(0564)54-0739(0564)52-3692岡崎市羽根北町1-3-8〒444-0831岡 崎 労 働 基 準 協 会

一宮/稲沢市(0586)48-5496(0586)48-5495一宮市大宮1-3-6 グランドメゾン大宮１階〒491-0044一 宮 労 働 基 準 協 会

半田/常滑/東海/知多/大府/
知多郡

(0569)21-4441(0569)21-4440半田市宮路町151-32〒475-0902( 一 社 ) 半 田 労 働 基 準 協 会

刈谷/碧南/安城/知立/高浜市(0566)21-6366(0566)21-6337
刈谷市高松町1-29
ハートヒルズ刈谷ビル５階

〒448-0853( 一 社 ) 刈 谷 労 働 基 準 協 会

豊田/みよし市(0565)24-3922(0565)28-9411豊田市トヨタ町１番地 トヨタ会館Ｇ階〒471-0826豊 田 労 働 基 準 協 会

瀬戸/尾張旭/長久手市(0561)59-3575(0561)82-2575瀬戸市陶原町1-8 瀬戸陶磁器会館内〒489-0805瀬 戸 労 働 基 準 協 会

津島/愛西/弥富/あま市/
海部郡

(0567)28-7390(0567)26-4603津島市立込町3-26 ツシマウール会館内〒496-0044津 島 労 働 基 準 協 会

江南/犬山/岩倉市/丹羽郡(0587)55-6125(0587)55-2341江南市木賀東町新塚220-1〒483-8164江 南 労 働 基 準 協 会

西尾市(0563)56-0244(0563)56-0244西尾市丁田町五助6-1 山田ビル４階４Ｄ〒445-0062西 尾 労 働 基 準 協 会

社員研修は録画講
義受講となります


